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（
財
政
金
融
委
員
会
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
現
下
の
経
済
・
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
持
続
的
な
経
済
社
会
の
活
性
化
を
実
現
す
る
た
め
の
あ
る
べ

き
税
制
の
構
築
に
向
け
、
国
税
に
関
す
る
制
度
全
般
に
わ
た
り
所
要
の
措
置
を
一
体
と
し
て
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
人
関
連
税
制

１

研
究
開
発
減
税
と
し
て
、
現
行
の
増
加
試
験
研
究
費
の
税
額
控
除
制
度
を
三
年
延
長
し
た
上
で
、
こ
の
制
度
と
の
選
択

制
で

試
験
研
究
費
総
額
の
八
％
か
ら
十
％
の
税
額
控
除

三
年
間
の
措
置
と
し
て
十
％
か
ら
十
二
％

を
認
め
る
ほ
か

、

（

）

、

中
小
企
業
に
対
し
て
は
試
験
研
究
費
総
額
の
十
二
％
（
三
年
間
の
措
置
と
し
て
十
五
％
）
の
税
額
控
除
を
認
め
る
。

２

設
備
投
資
減
税
と
し
て
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
情
報
通
信
機
器
等

（
Ｉ
Ｔ
関
連
設
備
）
の
取
得
等
を
し
た
場
合
に
、
五
十
％
の
特
別
償
却
又
は
十
％
の
税
額
控
除
を
認
め
る
。

３

中
小
企
業
等
支
援
税
制
と
し
て
、
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
制
度
を
自
己
資
本
比
率
が
五
十
％
以
下
の
中
小
法
人
に
対

し
て
は

適
用
し
な
い
措
置
を
講
ず
る
ほ
か

特
定
中
小
会
社

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

の
特
定
株
式
を
取
得
し
た
場
合
に

、

、

（

）

、
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そ
の
金
額
を
同
一
年
分
の
株
式
譲
渡
益
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
。

二
、
相
続
税
・
贈
与
税

１

平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
、
現
行
の
制
度
（
暦
年
課
税
）
と
の
選
択
制
で
、
二
十
歳
以
上
の
子
が
六
十
五
歳
以
上
の

親
か
ら
受
け
る
贈
与
に
つ
い
て
、
累
積
で
二
千
五
百
万
円
ま
で
非
課
税
と
し
た
上
で
、
非
課
税
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

て
二
十
％
の
贈
与
税
を
納
付
し
、
相
続
時
に
相
続
税
で
精
算
す
る
制
度
（
相
続
時
精
算
課
税
制
度
）
を
創
設
す
る
と
と
も

に
、
三
年
間
の
措
置
と
し
て
、
親
の
年
齢
に
関
係
な
く
非
課
税
枠
を
三
千
五
百
万
円
に
拡
大
し
た
住
宅
取
得
資
金
に
係
る

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
例
を
設
け
る
。

２

相
続
税
に
つ
い
て

最
高
税
率
を
五
十
％

現
行
七
十
％

に
引
き
下
げ
る
と
と
も
に

税
率
の
刻
み
数
を
六
段
階

現

、

（

）

、

（

行
九
段
階
）
に
簡
素
化
す
る
。
ま
た
、
贈
与
税
（
暦
年
課
税
）
に
つ
い
て
も
、
相
続
税
に
準
じ
て
見
直
す
。

三
、
金
融
・
証
券
税
制

上
場
株
式
等
の
配
当
、
公
募
株
式
投
資
信
託
の
収
益
分
配
金
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡
益
に
つ
い
て
、
十
五
％
（
五
年
間
は

七
％
）
の
源
泉
徴
収
で
納
税
が
完
了
す
る
仕
組
み
（
申
告
不
要
制
度
）
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
公
募
株
式
投
資
信
託
の
償

還
（
解
約
）
損
と
株
式
等
譲
渡
益
と
の
通
算
を
可
能
と
す
る
。
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四
、
住
宅
・
土
地
税
制

不
動
産
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
に
つ
い
て
、
土
地
の
登
記
に
係
る
課
税
標
準
を
三
分
の
一
に
減
額
す
る
措
置
を
廃
止

し
た
上
で
、
各
登
記
間
の
税
率
格
差
の
是
正
を
図
る
と
と
も
に
、
三
年
間
の
措
置
と
し
て
税
率
を
二
分
の
一
に
軽
減
す
る
。

五
、
所
得
課
税

平
成
十
六
年
分
の
所
得
税
か
ら
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
う
ち
、
配
偶
者
控
除
に
上
乗
せ
し
て
適
用
さ
れ
る
部
分
（
最
高
三

十
八
万
円
）
を
廃
止
す
る
。

六
、
消
費
税

平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
降
開
始
さ
れ
る
課
税
期
間
か
ら
、
事
業
者
免
税
点
制
度
の
適
用
上
限
を
一
千
万
円
（
現
行
三
千

万
円
）
に
、
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限
を
五
千
万
円
（
現
行
二
億
円
）
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
平
成
十
六

年
四
月
一
日
か
ら
、
消
費
者
に
対
し
て
商
品
等
の
価
格
を
あ
ら
か
じ
め
表
示
す
る
場
合
に
、
消
費
税
額
を
含
め
た
価
格
を
表

示
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

七
、
酒
税
・
た
ば
こ
税

酒
税
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
、
発
泡
酒
、
果
実
酒
、
合
成
清
酒
、
甘
味
果
実
酒
等
の
税
率
を
引
き
上
げ



- -4

る
ほ
か
、
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
、
税
率
を
た
ば
こ
一
本
当
た
り
○
・
四
一
円
引
き
上
げ
る
。

八
、
そ
の
他

１

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
つ
い
て
、
み
な
し
寄
附
金
制
度
を
導
入
す
る
。

２

天
然
ガ
ス
等
に
係
る
石
油
税
の
税
率
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
石
炭
に
課
税
す
る
。
ま
た
、
電
源
開
発
促
進

税
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
。

３

租
税
条
約
の
規
定
に
基
づ
き
条
約
相
手
国
か
ら
情
報
の
提
供
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
情
報
提
供
の
た
め
に
税
務

当
局
が
質
問
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
。

４

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
準
備
金
制
度
の
廃
止
等
既
存
の
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
を
行
う
と
と
も
に
、
揮
発
油
及
び
地
方
道
路

税
の
税
率
の
特
例
等
期
限
の
到
来
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
、
実
情
に
応
じ
適
用
期
限
を
延
長
す
る
な
ど
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
。

九
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
成
十
五
年
度
の
租
税
減
収
見
込
額
は
、
約
一
兆
五
千
四
百
二
十
三
億
円
で
あ
る
。


